第１号様式別紙

五泉市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱
（目的）

第１条　この要綱は、一般家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化を図るとともに、廃棄物対策に対する市民意識の高揚に資するため、家庭用生ごみ処理機（以下「処理機」という。）を購入して設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

（定義）
第２条　この要綱において処理機とは、次のいずれかに該当するものとする。
⑴　生ごみを加熱又は微生物等による分解の方式により減量又は堆肥化する目的で製造された電気式機器（生ごみを粉砕し、排水を公共下水道に排除する機器等の排水口に直接取り付ける機器を除く。以下「電動生ごみ処理機」という。）
⑵　生ごみを土中の微生物又は微生物等資材を利用して、分解し堆肥化する器具（以下「コンポスト容器」という。）
（補助対象者）
第３条　この要綱に定める補助金を受けることのできる者は、自らの家庭から排出される生ごみを処理するため、処理機を購入し、設置する者で、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
⑴　市内に住所を有し、かつ居住している者
⑵　申請時において市税等を滞納していない者
⑶　購入する処理機を適切かつ安全に使用及び管理できる者
⑷　処理機から排出された処理物を適切に処理（環境衛生上支障のないように利用する者を含む。）できる者
⑸　令和７年９月25日以前に当該補助金の交付を受けた者の属する世帯員でない者
（補助金の額等）

第４条　補助金対象経費は処理機本体の購入価格とし、補助金額等は次のとおりとする。
⑴　電動生ごみ処理機については、購入価格（消費税を除く）の２分の１の額とし、３万円を限度とする。また、コンポスト容器については、購入価格（消費税を除く）の２分の１の額とし、３千円を限度とする。
⑵　前号の規定により算出された額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

⑶　補助金の対象となる処理機は、１世帯当たり１台を限度とする。
（交付申請）

第５条　補助金交付を受けようとする者は、購入前に五泉市生ごみ処理機購入費補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

⑴　見積書または購入予定価格の分かる書類の写し
⑵　処理機の性能を示す書類（カタログなど）の写し
⑶　前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
（交付決定）
第６条　市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、これを適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、申請者に五泉市生ごみ処理機購入費補助金交付決定通知書（第２号様式）により通知するものとする。

（実績報告）

第７条　補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、事業が完了したときは、完了の日から起算して３０日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の３月３１日（当該期日が五泉市の休日を定める条例（平成１８年五泉市条例第２号）第１条に規定する五泉市の休日に該当する場合にあってはその前日又は前々日）のいずれか早い期日までに、五泉市生ごみ処理機購入費補助金実績報告書（第３号様式）に次の書類を付して市長に提出しなければならない。

⑴　処理機の購入に係る領収書の写し
⑵　設置状況が分かる写真
⑶　その他、市長が必要と認める書類
（補助金の額の確定）

第８条　市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、これを適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に五泉市生ごみ処理機購入費補助金確定通知書（第４号様式）により通知するものとする。
（補助金の請求及び交付）
第９条　市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、五泉市生ごみ処理機購入費補助金交付請求書（第５号様式）による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
（補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還）

第１０条　市長は、虚偽等の不正手段により補助金の交付決定を受けた者があったときは当該交付決定を取消すことができる。

２　前項の場合において、既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し、期限を定めて、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。
（書類の提出部数）
第１１条　この要綱の規定により市長に提出する書類の部数は、１部とする。
（雑則）

第１２条　この要綱に規定するもののほか、この補助金に関し必要な事項は、別に定める。

　　　附　則
（施行期日）
第１条  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。
（この要綱の失効）
第２条　この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付された補助金については、この要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附　則
（施行期日）
第１条  この要綱は、令和７年９月２５日から施行する。
